
 

 

 

 

第１回石川県再犯防止推進計画策定委員会の開催について 

 

 

平成２８年１２月、再犯の防止等の推進に関する法律が施行され、地方における地

域の実情に応じた施策の策定及び実施の責務が明示されるとともに、地方再犯防止推

進計画の策定が努力義務とされました。 

本県におきましても、このような状況を踏まえ、再犯の防止等に関する施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって、県民の犯罪被害を防止し、安全で安心して暮らせる

社会の実現に寄与することを目的とした石川県再犯防止推進計画を策定するため、標

記委員会を下記のとおり開催します。 

 

記 

 

 

１ 日時 令和元年９月５日（木）１０：３０から 

 

２ 場所 石川県庁行政庁舎１１階 １１０９会議室 

 

３ 議事 ・再犯防止推進計画について 

        ・再犯防止に関する県内の現状について 

        ・関係機関の取組紹介 

 

令和元年９月３日 
健康福祉部厚生政策課 

課長  林 歓 
内線４０１０ 

直通２２５-１４１０ 


